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第４回垂井町現庁舎敷地等活用のあり方検討委員会 議事概要  

 

日 時 平成３１年３月１８日(月) １５時００分～１５時３０分 

場 所 垂井町役場３階 大会議室 

出席委員 

竹内 治彦 委員長 永澤 幸男 副委員長 

長谷川 隆司 委員 木下 清 委員 桑原 良樹 委員 

沢島 武徳 委員 衣斐 みどり 委員 太田 宣男 委員 

飯沼 奈美 委員 木村 龍也 委員 朝倉 怜子 委員 

木下 誠司 委員   

欠席委員 渡辺 勉 委員   

傍聴人 ６名 

内 容 

 
１ 委員長挨拶 
２ 委員会での検討事項について 

・基本構想（案）について 
３ その他 
  

＜参考資料＞ 
・垂井町現庁舎敷地等活用基本構想（案） 
・パブリック・コメントでの意見への対応について 

 

事務局 髙橋、小森、平墳、西脇、西村 

コンサル 佐々木、岩脇、柴田、長谷川（マネジメント・アドバイザー） 

 

事務局 

 

皆様、こんにちは。 

定刻となりましたので、ただいまから「第４回現庁舎敷地等活用のあ
り方検討委員会」を、はじめさせていただきます。 

本日はお忙しい中、お集まりいただき誠にありがとうございます。 

それでは、本日の資料を確認させていただきます。 

「垂井町現庁舎敷地等活用基本構想（案）」と「パブリックコメント
での意見への対応」の２つをお配りしております。 

委員の皆様には、事前に配布をさせていただいておりますが、お持ち
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でしょうか。 

それでは、はじめに委員長より、ご挨拶をいただきます。 

委員長 改めまして、こんにちは。 

だいぶ暖かくなりまして、この会を始めた頃は非常に暑かった記憶が
あって、夏のクールビズで始まったようなイメージです。会を重ねて
まいりまして４回目ですか、おかげさまである形にまとまってきて、
パブリックコメントにおきましても、あとでご紹介がありますけれど
も、大きなご意見は頂戴していない状況でございますので、このまま
進んでいけるのかなと思います。本日最終的にお認め頂きまして、町
に報告というような形で進めていきたいと思っております。よろしく
お願い致します。 

事務局 

 

ありがとうございました。 

本日の議題でございます。 

「垂井町現庁舎敷地等活用基本構想（案）」につきまして、去る２月
４日から２月２８日までの約１ヶ月間にわたり、「パブリックコメン
ト」を実施し、町民の皆さまから意見を募集してまいりました。 

本日は、その意見を踏まえまして、基本構想（案）のとりまとめをお
願いしたいと存じます。よろしくお願い致します。 

それでは、ここからの進行は「要綱第６条」に基づき、委員長にお願
いを致します。委員長よろしくお願い致します。 

委員長 それでは進行させていただきます。 

まずはお手元の資料にございます、パブリックコメントにつきまして
説明していただきます。 

事務局 

 

＜パブリックコメントの回答について説明＞ 

委員長 
ありがとうございました。基本的にここにあげられている２つの文言

と基本構想（案）とは大きく違うものではなくて、具体的なことで書

かれてはいますが、基本構想（案）で決め付けている訳ではありませ

んので、修正をすることもないということで、基本構想（案）の考え

方を改めてご回答頂いているというところかなと思います。 

基本構想としては、周囲諸施設との機能連携を図りながら、比較的広

場的なものを中心にすることを、多様な使い方が出来る、そういう空

間を整備するというところであると思います。大きな方向性として変

わっていないと思います。基本構想（案）については以上でございま

すが、そのほか皆さまからご意見ございますでしょうか。 
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皆さまのご承認のもと、パブリックコメントを頂きまして、大きな修

正も無く戻ってきたということですので、これをもって委員会として

の案としてお認め頂きたいと思います。 

以上の意見を踏まえ、「垂井町現庁舎敷地等活用基本構想（案）」と

いうことで、お認めいただけますでしょうか。 

（合意） 

それでは、お認め頂いたものと認めます。 

４回にわたり貴重な審議をありがとうございました。 

事務局 

 

ありがとうございました。 

ただいまから、皆さまより合意を頂いた基本構想（案）は、この後、

委員長から町長にご報告して頂きます。 

また、ご報告いただきました基本構想（案）につきましては、町の内

部組織であります「経営統合会議」に諮ったあとに完成とさせていた

だきます。 

今年度は以上となりますが、新年度（平成 31 年度）に入りまして、

「基本計画の策定」を進めてまいります。基本構想の活用方針に基づ

き、現庁舎敷地等の機能や役割をまとめてまいりたいと考えておりま

す。 

基本計画策定の推進方法につきましては、現在、検討を行っている最

中であります。また、何かしらのかたちでお世話になることもあると

思いますので、よろしくお願い致します。 

 

それでは、これより取りまとめて頂きました「垂井町現庁舎敷地等活

用基本構想（案）」について、委員長の方から町長にご報告をお願い

致します。 

委員長 
＜町長へご報告＞ 

町長 皆さまこんにちは。 

どうもありがとうございます。ただいま、まとめていただきました基
本構想（案）を頂きました。今後これをもとに、基本計画、基本設計
、実施設計、という風に進んでいくわけでございますが、いかにこの
地域に活力というものを作っていくかということが課題になってく
るかと思います。構想ということで、おそらく全てのことが盛り込ん
であると思いますから、今後この中からしっかりしたものを選択し、
皆様に納得して頂けるものをつくっていかなければいけないと思っ
ております。住民の方からも色々な意見を頂いているかと思いますが
、まだまだ言えない部分もあるかもしれません。しかしこの構想の中
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に全て盛り込まれている中のことを、しっかりと位置付けする中で、
この地が活力の中心になるというものを作っていきたいと考えてお
りますので、またこれからお願いをしたいと思います。 

委員長はまとめ役として、本当にありがとうございました。 

また、委員の皆さまにも活発にご議論頂いたと思いますが、これから
もぜひご意見を頂きたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

どうもありがとうございました。 

事務局 

 

ありがとうございました。 

これをもちまして、第４回垂井町現庁舎敷地等活用のあり方検討委員
会を閉じさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 


